
1

主 文

１ 原告Ａ，原告Ｂ，原告Ｃ，原告Ｄ，原告Ｅ，原告Ｆ，原告Ｇ，原告Ｈ及び

原告Ｉが，被告に対し，雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認す

る。

２ 被告は，原告Ａ，原告Ｂ，原告Ｃ，原告Ｄ，原告Ｅ，原告Ｆ，原告Ｇ，原

告Ｈ及び原告Ｉに対し，平成１６年６月から本判決確定の日まで毎月２６日

限り，別紙賃金目録記載の各金員及びこれに対する各支払期日の翌日から支

払済みまで年６分の割合による金員を支払え。

３ 被告は，原告Ｊに対し，次の金員を支払え。

(1) 平成１６年６月から平成１７年４月まで毎月２６日限り，各５２万７２

１０円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年６分の割合

による金員

(2) ４３万９３４２円及びこれに対する平成１７年５月２７日から支払済み

まで年６分の割合による金員

４ 原告Ｊのその余の請求を棄却する。

５ 訴訟費用は被告の負担とする。

６ この判決は，第２項及び第３項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求めた裁判

１ 原告ら

(1) 主文第１項に同旨

(2) 被告は，原告Ａ，原告Ｂ，原告Ｃ，原告Ｄ，原告Ｅ，原告Ｆ，原告Ｇ，

原告Ｈ及び原告Ｉに対し，平成１６年６月から本判決確定の日まで，原告

Ｊに対し，同月から平成１７年５月まで，毎月２６日限り，別紙賃金目録
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記載の各金員及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年６分

の割合による金員を支払え。

(3) 訴訟費用は，被告の負担とする。

(4) (2)につき仮執行宣言

２ 被告

(1) 原告らの請求をいずれも棄却する。

(2) 訴訟費用は，原告らの負担とする。

第２ 事案の概要

１ 前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない ）。

(1) 当事者等

ア 被告は，昭和２６年に設立された株式会社であって，鈑金及び金属の

加工を業とする者であり，工事用照明器具，電撃殺虫器等の製造及び販

売を行っている。

被告の現在の資本金は３６００万円であり，大阪市＜以下略＞に本社

社屋（本社工場を含む ，組立工場，金属工場及び第２工場を有して。）

いる。

平成１６年３月の時点において，被告の取締役数は３名，被告の全従

業員数（管理職，パート，嘱託を含む ）は約５１名，被告の正社員の。

数（原告らを含む ）は３２名であった（乙９，５２ 。。 ）

イ 原告らは，いずれも昭和３６年から昭和５２年までの間に被告に入社

し，それ以来，正社員として勤続してきた者である。

ウ 原告らは，いずれも全日本金属情報機器労働組合全大阪金属支部（以

下「本件組合」という ）の組合員であり，その関西金属工業分会（以。

下「本件分会」という ）に所属している。本件分会の構成員は，原告。

ら１０名を含めて合計１２名である。

エ 昭和５５年１０月４日，本件分会（当時の名称は「全大阪金属産業労
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働組合関西金属工業分会」であった ）は，被告との間で協定を締結し。

（以下「本件協定」という ，その際 「今後労働条件に関する変更に。） ，

ついては，会社・組合の交渉で協議決定し，会社は一方的に行わない。

また，労使が合意した事項は書面に記し，双方誠意をもってこれを遵守

する。ただし，労働条件については，労働基準法にいう一般的な範囲と

する 」旨が合意された（甲２。以下，この合意条項を「本件条項」と。

いう 。。）

また，本件分会の組合員であったＫの配転の件についての紛争に関し

て，平成１５年３月６日，同人と被告との間において和解協定が成立し

， ，「 ， 。」 （ ）。たが その際 被告は 本件協定を遵守する 旨が約された 甲３

(2) 原告らが解雇された経緯

ア 松下電工株式会社（以下「松下電工」という ）との取引の解消等。

被告は，長年にわたって，松下電工と取引を行ってきたが，平成４年

をピークに取引量が縮小し，平成１４年１１月３０日には，松下電工と

の取引が完全に解消された（乙４８，４９ 。このため，被告の売上高）

が減少した。

このような動きの中，被告は，同年１０月２２日，勤続１年以上の従

業員全員を対象として，２０名の希望退職者を募ったところ，これに対

， ， （ ，しては ２６名の従業員が退職に応募し 応募者全員が退職した 以下

この希望退職者の募集を「第１次希望退職者募集」という。乙７０ 。）

イ 被告による新たな人員整理の提案（本件計画）

被告は，平成１６年３月２２日，本件組合に対し，新たな人員整理の

方針及び計画を示し 同月２３日 全従業員に対し これを発表した 甲， ， ， （

４～７。以下，被告において策定されたこの人員整理の計画を「本件計

画」という 。。）

この際に 被告から示された本件計画の概要は 次のとおりである 甲， ， （
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４～７ 。）

(ア) 勤続３０年以上の全従業員に対して，募集人員を６名として，希望

退職者を募集する（以下，この希望退職者募集を「第２次希望退職者

募集」という 。。）

募集期間は，第１期を平成１６年４月１日から同月７日まで，第２

期を４月８日から同月１４日まで，第３期を４月１５日から同月２０

日までとする。

応募者については，通常の退職金に特別退職金を加算して支給する

こととし，特別加算金の支給額は，第１期に応募した者を最大とし，

第２期以降は漸減することとする。

退職日は，平成１６年４月３０日とする。

(イ) また，変更解約（解雇）告知（第１期として平成１６年４月２１日

から同月３０日まで，第２期として５月１日から同月７日まで，第３

期として５月８日から同月１４日まで）を行い，その後，整理解雇を

平成１６年５月２０日に行うこととする。

ウ 対象者に対する被告の説明

被告のＬ代表取締役（以下「Ｌ社長」という ）及びＭ常取締役（以。

下「Ｍ」という ）は，平成１６年３月２６日，本件計画による人員整。

理の対象者に対し，３名ずつに分けて面談を行い，資料（甲９～１２）

を示しながら本件計画の内容等を説明した。このとき，被告は，対象者

に対して 「選定（残留）基準について」と題したアンケート用紙を配，

布し，それを選定を行うための資料として利用する旨を説明した（甲１

１，乙８６，８７ 。）

なお，この際，原告Ｊを除く原告ら９名が面談を拒否したので，被告

は，この９名に対して同資料を郵送したが，その後いずれも被告に返却

された。
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この際に被告から示された本件計画の内容は，次のとおりである（甲

９～１２ 。）

(ア) 変更解約（解雇）告知（平成１６年４月１５日予定）については，

勤続２５年以上の全従業員（希望退職者を除く ）を平成１６年５月。

２０日に解雇し，他方で，解雇対象者全員について新規の採用条件で

の採用を募集することとする。

なお，新規募集期間は，第１期として平成１６年４月２１日から同

月３０日まで，第２期として５月１日から同月７日まで，第３期とし

て５月８日から同月１４日までとし，採用日は同月２１日とする。

(イ) 希望退職者の募集に応募しなかった者並びに変更解約告知に同意し

なかった者及び変更解約告知に同意し，採用願を提出しても採用決定

通知を発行されなかった（選考にもれた）者は，整理解雇を平成１６

年５月２０日付けで行うこととする。

エ 希望退職者の募集

被告は，平成１６年４月１日，本件計画のとおり，募集期限を同月２

０日として希望退職者の募集を行った（第２次希望退職者募集 。）

しかし，同日までに希望退職に応じた者はいなかった。

オ 本件変更解約告知の申入れ等

被告は，平成１６年４月１５日，本件組合に対し，本件計画の実施に

ついての申入れを改めて行い（甲２３ ，また，同月１６日，対象とな）

る従業員に対して，資料（甲２４～２６）を配布した。

この配布した資料の中には，後述する変更解約告知の通知（以下「本

件変更解約告知」という ）が含まれており，被告は，同日，本件変更。

解約告知がされ，また，これをもって解雇の通告（解雇日は同年５月２

０日であり，以下，本件変更解約告知による前記解雇を「本件解雇」と

いう ）がされたと主張する。。
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この際に被告から示された本件計画の実施内容は，次のとおりである

（甲２３～２６ 。）

(ア) 変更解約（解雇）告知については，勤続２５年以上の全従業員（希

望退職者を除く ）を同年５月２０日に解雇し，他方で，解雇対象者。

について新規の採用条件（後記(イ)参照）での採用を募集することと

する。

なお，新規募集期間は，第１期として同年５月１日から同月７日ま

で，第２期として同月８日から１４日までとし，採用日は同月２１日

とする。

(イ) 新規の採用条件の内容は，次のとおりである。

ａ 勤続４２年以上の者は，嘱託として採用することとし，支給する

給与額は，第１期に応募した者については月額２８万円，第２期に

応募した者については月額２６万円

ｂ 勤続２５年以上４１年以下の者は，基本給及び技能手当について

は，第１期に応募した者については退職時の７０％を，第２期に応

募した者については退職時の６５％を，それぞれ支給する。

ｃ 新規採用者については，理由の如何にかかわらず，退職金の適用

はない（すなわち，再度の退職金の支給はない 。。）

(ウ) 希望退職者の募集に応募しなかった者並びに変更解約告知に同意し

なかった者及び変更解約告知に同意し，採用願を提出しても採用決定

通知を発行されなかった（選考にもれた）者に対しては，被告の就業

規則６２条４号に基づき，同月２０日付けで整理解雇を行うこととす

る。

カ 希望退職者の追加募集

被告は，平成１６年５月１２日，本件組合に対し，募集期間を同月１

３日及び１４日として希望退職者を追加募集した（甲３２，３３。以下
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「本件希望退職者追加募集」という 。なお，本件希望退職者追加募。）

集は，同月１２日の時点で変更解約（解雇）告知についての採用願（前

記オ(ア)参照）の未提出者が原告ら１０名であったことから，その全員

が応募することを条件として行われており，すなわち，１名でも欠けた

場合には，この希望退職者の追加募集はなかったものとして扱うことと

されていた（甲３２ 。）

キ 本件希望退職者追加募集の期間の終了

平成１６年５月１４日，本件希望退職者追加募集の期間が満了したが

（前記カ参照 ，原告ら１０名はいずれも応募しなかった。）

ク 原告らに対する解雇の通知

被告は，平成１６年５月１７日，原告らに対し，同月２０日付けで解

雇する旨を書面で通知し，この通知は同月１８日ころ原告らに到達した

（以下「本件通知」という 。。）

同書面には，解雇の理由として，① 第２次希望退職者募集に応募し

なかったこと，及び② 変更解約告知に同意しなかったことの２点が記

載されていた（甲１の１～１０ 。）

ケ 被告の就業規則の内容

被告の就業規則には，次のような規定が置かれている（乙７２ 。）

「第６２条（解雇規準）

正社員が次の各号の１に該当するに至ったときは解雇する。

１～３（略）

４ 事業の縮小，閉鎖，設備の変更等により剰員となったとき

５，６（略 」）

(3) 原告Ｊの地位

原告Ｊについては，解雇がされなかった場合には，平成１７年５月１５

日に定年退職により 被告との間の労働契約関係は終了したことになる 弁， （
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論の全趣旨 。）

(4) 原告らの賃金

原告らの本件通知の直前の賃金月額は，別紙賃金目録記載のとおりであ

った。

また，被告においては，賃金は，毎月２０日締め，同月２６日払いとさ

れている。

(5) 本件についての仮処分申立事件

本件訴訟の提起に先立って，原告らは，被告を債務者として，① 原告

らが被告らに対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める

とともに，② 被告が原告らに対し平成１６年６月から本案判決確定に至

るまでの賃金の仮払いを求める仮処分命令の申立てをし（当庁平成１６年

(ヨ)第１００３６号地位保全等仮処分申立事件。以下「本件仮処分申立事

件」という ，平成１７年３月３０日，これらの申立てのうち，賃金仮。）

払いの一部を認容する決定が出された（甲５９ 。）

２ 原告らの請求の内容

(1) 原告Ｊ以外の原告らについて

ア 被告に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認

イ 平成１６年６月支払分以降の賃金，及びその各弁済期（毎月２６日）

の翌日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の

支払

(2) 原告Ｊについて

平成１６年６月支払分から平成１７年５月１５日（定年退職日）までの

賃金，及びその各弁済期（毎月２６日）の翌日から支払済みまで商事法定

利率年６分の割合による遅延損害金の支払

３ 争点

本件における争点は，本件解雇の適法性である。
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第３ 争点に関する当事者の主張

１ 被告の主張

(1) 本件計画の内容等

ア 本件計画の内容

本件計画は，全体として見れば，変更解約告知と整理解雇とを組み合

わせたものであるが，それぞれは単体として独立したものである。

すなわち，本件計画は，第１段階として変更解約告知を実施し，変更

解約告知によって予定した人件費削減を達成できない場合に，第２段階

として整理解雇を実施するというものである。被告は，変更解約告知に

同意しなかった従業員（変更解約告知により解雇される従業員）の人数

が６名を下回る場合には，６名から不同意者を差し引いた人数の人員に

ついて整理解雇を行うことを予定していた。

イ 原告らに対する解雇

， （ ） ，被告は 第１段階である変更解約告知 本件変更解約告知 において

原告ら１０名が変更解約告知に応じなかったために，原告ら全員を解雇

した。なお，第２段階の整理解雇は発動されていない。

被告が本件計画において行った本件変更解約告知は，被告従業員のう

ち，勤続２５年以上，４１年以下の者を対象として，これらの者の基本

給・技能手当を平成１６年５月２０日時点の６５％ないし７０％と変更

する旨の労働条件変更の申込みを行い，同月１４日までにこの申込みに

応じなかった者を解雇することを内容とするものである（前提事実(2)

オ参照 。）

被告は 原告らに対し 平成１６年４月１５日付け 変更解約告知 解， ， 「 （

雇）についてのお知らせ （甲２５）の配布により，本件変更解約告知」

の意思表示を行った（前提事実(2)オ参照 。なお，本件通知（前提事）

実(2)ク参照）は，本件変更解約告知の結果を再確認するために送付し
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たものである。

ウ 本件解雇の適法性についての判断基準

本件解雇は，本件変更解約告知による解雇であるので，いわゆる整理

解雇の法理がそのまま適用されるものではない。ただし，本件変更解約

告知による解雇が整理解雇の一環として行われたことまで否定するもの

ではなく，本件解雇については修正された整理解雇の法理が適用される

と解するべきである。

すなわち，本件解雇が解雇権の濫用に当たるかは，① 人員削減の必

， ， ，要性 ② 解雇回避努力の程度 ③ 労働組合又は労働者との協議の程度

④ 労働条件の変更が必要不可欠であり（変更解約告知の対象者設定の

妥当性も含む ，かつ，労働条件の変更による労働者の受ける不利益。）

を上回ることを，総合考慮して判断すべきであって，厳密な意味での被

解雇者の人数に相当する人員削減の必要性及び具体的な被解雇者の選定

基準は考慮要素とはされないと考えるべきである。なぜなら，変更解約

告知による解雇の場合，変更解約告知を受け入れるか否かのイニシアテ

ィブは労働者の側にあるからである。

(2) 本件解雇の適法性

ア 人件費削減の必要性

(ア) 被告は，松下電工の専属下請として売上げの９５％を松下電工に依

存して事業を営んできたが，被告の松下電工に対する売上げは減少を

， （ ）。続け 平成１４年１１月には取引が解消された 前提事実(2)ア参照

， ， ， ，被告は 同月 経営数値３カ年計画を策定して 営業努力を尽くし

売上げ増加の努力を行ったが，売上げの減少に歯止めがかからなかっ

た。平成１５年度決算（同年９月末）においては，売上げが約２億円

に減少し（１０年前の２０分の１以下，前年度比で約５分の１ ，営）

業損失が約２億７０００万円となった。
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また，現預金が，平成１５年度決算期には約７億７２００万円（過

去６年間で約４５％減少 ，平成１６年２月末（本件変更解約告知の）

ころ）には約６億３８００万円と減少し，早晩，営業損失を吸収しき

れずに資金が枯渇することは明らかであった。しかも，この現預金の

うちの３億円は本件変更解約告知に伴う退職金の支払に充当する予定

であったし，約７５００万円の設備投資を行うことを予定しており，

実際に赤字を吸収しうる資金はこれらを控除した残額にすぎなかっ

た。

(イ) 被告所有の不動産及び機械は，賃貸モータープール及び社員寮を除

き，いずれも営業に必要な物件であり，処分して資金に充てることは

不可能であったし，賃貸モータープール及び社員寮についても，土地

価格の動向からすると有利な処分は困難であった。

また，賃貸モータープールの固定資産税評価額は約４８００万円，

社員寮のそれは約３３００万円であり，これらが同評価額で売却可能

であったとしても，月額１５００万円もの赤字が発生している被告の

， 。状況からすると 被告の経営状態を改善するに至るものではなかった

賃貸モータープールについては，年間８０万円以上の利益を上げてお

り，収益物件として所有を継続する方が良い。

なお，原告らは，第２工場を売却すべしと主張するが，同工場は，

被告の業務のために必要な物件である。

(ウ) 本件解雇より前における人件費を維持したまま営業損益を均衡させ

るには，月商４０００万円以上が必要であったが，その実現可能性は

極めて低かった。さらなる営業努力により売上高を１．５倍の月額３

１５０万円まで増やすことを前提として，一般経費削減を更に進め，

内作化を進めて外注費を削減するなどしても，人件費を約６００万円

削減して初めて損益が均衡する状況であった。
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そこで，被告は，人件費を月額６００万円削減することとし，この

うち１００万円を役員報酬３名分のカットなどで吸収し，その余の５

００万円を従業員の希望退職及び賃金切下げにより削減することとし

た。しかし，希望退職者がいなかったことから，希望退職相当分の人

件費を削減するため，本件変更解約告知を行った。

イ 解雇回避努力

被告は，本件解雇に至るまでに，営業努力や変動費及び一般経費削減

の努力を行うほか，平成１４年５月から７月までにかけて嘱託者の雇止

めを行い，第１次希望退職者募集及び第２次希望退職者募集を行った。

しかし，これらによって抜本的な実をあげるまでには至らず，さらに本

件希望退職者追加募集（前提事実(2)カ，キ参照）についても応募者が

いなかったため，本件変更解約告知を行った。

ウ 労働条件の変更の必要性（本件変更解約告知の対象者設定の妥当性を

含む ）など。

(ア) 被告は，人件費削減の方策として従業員の賃金の一律カットを検討

したが，① まず，勤続２５年未満（被告には，勤続２０年以上２５

年未満の従業員は存在しない ）の従業員も含めて一律に賃金カット。

を行うとすると，約４０％の賃金カットが必要となり，勤続２５年未

満の従業員（その平均賃金は月額約２１万円であった ）の賃金カッ。

ト後の平均賃金が月額約１３万円となって過酷な状況となること，②

また，勤続２５年未満の従業員を人員削減の対象としても，人件費

削減の効果があまり上がらないことから，勤続２５年未満の従業員の

賃金カットや人員削減は，現実的な選択ではなかった。

そのため，被告は，勤続２５年以上の従業員を対象とした人件費削

減が必要であると判断した。

また，勤続２５年以上の従業員を対象とした場合でも，① 人員削
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減の方法のみで人件費削減を行うと，対象者が多人数にのぼり妥当で

ないこと，② 賃金カットのみを行うこととすると，約４７％の賃金

カットが必要となり，勤続２５年以上の従業員（その平均賃金は月額

約４３万円であった ）の賃金カット後の平均賃金が月額約２３万円。

となって過酷な条件となることから，勤続２５年以上の従業員全員の

賃金の２２％をカットする（これにより１か月に約２４０万円の人件

費の削減となる ）とともに，勤続３０年以上の従業員（その平均賃。

金は月額約４４万円であった ）を対象とした第２次希望退職者募集。

（前提事実(2)イ，エ参照）を行うこととした（６名の希望退職によ

り１か月に約２６５万円の人件費の削減となり，少なくとも６名の退

職者が必要であった 。。）

しかし，結果的に第２次希望退職者募集に応募した者がいなかった

ため，被告は，勤続２５年以上の従業員を対象とする賃金カット及び

人員削減を行わざるを得なかった。

なお，退職金や賞与といった一時金を切り下げても，毎月赤字を計

上している状況を解消することはできない。

(イ) 被告は，将来，従業員に対して確実に退職金を支払うことができる

かどうか定かではなかった上，賃金カットや人員整理の対象となる従

業員の不利益を軽減する目的から，本件計画を実施した時点で，特別

加算を加えた退職金を支払うこととし，従前の退職金の精算と労働条

件の変更（賃金カット）とともに，人員削減が必要不可欠であると考

えた。

特別加算を加えた退職金を支給することにより，労働者の不利益は

小さいものとなり，労働条件の変更（賃金カット）と人員削減の必要

性は，労働者の不利益を上回ったものである。

(ウ) 本件変更解約告知の対象者は，勤続２５年以上の従業員であり，本
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， ，件解雇は 本件解約告知に応じなかった者に対して行ったものであり

人選について何ら恣意はない。

本件変更解約告知に応じなかった者が６名に満たなかった場合に，

応じた者のうち誰を整理解雇（前記(1)記載の第２段階としての整理

解雇）の対象とするかについては，過去の人事考課及び会社再建に対

する意欲・能力から判断する予定であり，この人選基準は合理的かつ

公正なものであった。

エ 労働者又は労働組合との協議

， ， 。被告は 次のとおり 本件組合や労働者と誠意をもって協議を行った

， ， ，なお 本件協定中の本件条項は 被告が労働条件に関する変更について

本件組合又は労働者に対して納得を得るための説明を行い，本件組合と

誠意をもって協議を行うことを定めているものと解される。

(ア) 平成１６年３月２２日，本件組合と団体交渉を行い，本件計画を開

示した（前提事実(2)イ参照 。）

(イ) ３月２３日，第２次希望退職者募集の対象者に対する説明会を行っ

た。

(ウ) ３月２５日，本件組合と団体交渉を行った。この際，被告は，本件

計画の具体的内容を説明し，代替案があれば提示してほしい旨を伝え

た。なお，経営状況に関する資料の提出を求められたが，被告は，原

告Ａ，原告Ｊ及び原告Ｄが被告の株主であり，株主総会資料として貸

借対照表，損益計算書を含む決算書を所持しており，再度の提示は必

要ない旨伝えた。

(エ) ３月２６日，本件変更解約告知の対象者に対して，３名ずつ面談を

行おうとしたが，原告ら９名（原告Ｊを除く ）は面談を拒否したた。

め，同原告らには資料を郵送した。

(オ) ３月２９日，本件組合と団体交渉を行った。この際，本件組合は，
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「会社の現状は分かる。今（解雇を）しなければの状況も分かる 」。

という旨の発言をし，被告の経営状況に一定の理解を示した。

(カ) ３月３１日，本件組合と団体交渉を行った。この際，被告は，本件

組合からの代替案の提示がないので，本件計画を遂行するしかないと

判断し，本件計画についての説明をして，理解を求めた。

， ， 。(キ) ４月５日 本件組合と団体交渉を行い 組合からの質問に回答した

， ， 。(ク) ４月８日 本件組合と団体交渉を行い 組合からの質問に回答した

(ケ) ４月９日，被告は，本件組合に対して「３カ年収支計画書」の一部

を開示した。

(コ) ４月１４日，被告は，本件組合と団体交渉を行い，本件計画につき

協議をした。

(サ) ４月１６日，被告は，本件変更解約告知についての資料を従業員に

配布し，対象者２５名に対して説明を行った。なお，同月１５日，被

告は，本件組合に対し，本件計画を日程どおりに行うことを申し入れ

た。

(シ) ４月２１日，被告は，本件組合と団体交渉を行った。この際，本件

組合から，初めて，代替案が示された。

(ス) ４月２７日，被告は，本件組合と団体交渉を行った。この際，被告

は，本件組合作成の代替案では会社再建に必要な人件費削減が不可能

であることについて，具体的数字を挙げて説明した。

(セ) ５月６日，被告は，本件組合と団体交渉を行った。この際，本件組

合は，被告が解雇撤回を表明しない以上全ての交渉を拒否する旨の発

言を行った。

(ソ) ５月１２日，被告は，本件組合と団体交渉を行った。この際，被告

は，本件希望退職者追加募集の説明をした。

(タ) ５月１８日，被告は，本件組合と団体交渉を行った。
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(3) 不当労働行為に該当しないこと（後記原告の主張(3)に対する反論）

本件計画の発表の当時，勤続３０年以上の従業員２３名のうち本件組合

の組合員は１３名であり，勤続２５年以上の従業員２５名のうち本件組合

の組合員は１５名であり，本件組合員であったＮ，Ｏ，Ｐ，Ｑ及びＲは，

本件解雇の対象となっていない。

このように，第２次希望退職者募集の対象者を勤続３０年以上と設定し

たことや，本件変更解約告知の対象を勤続２５年以上と設定したことに組

合つぶしをねらう意図はなく，結果的に本件組合の組合員が本件解雇の対

象となったのは，本件変更解約告知に応じなかったのが本件組合の組合員

だったという結果にすぎない。

２ 原告の主張

(1) 本件計画における解雇の位置づけ（被告の主張(1)について）

ア 被告の従前の主張

被告は，本件仮処分申立事件においては，原告らに対する解雇につい

ては整理解雇に準じて判断されるものである旨主張しており，変更解約

告知による解雇である旨の主張はしていなかった。

被告が，本件訴訟においてこのような方針転換を行ったのは，本件解

雇が整理解雇としての厳格な有効要件を充たす旨を説明することが困難

であり，特に，６名ではなく１０名を解雇する必要性や，１０名を解雇

した人選基準を説明することが不可能であると判断したものと考えざる

を得ない。

イ 本件変更解約告知の特殊性

いわゆる変更解約告知とは，新規契約（新たな労働条件による雇用契

約）締結の申込みを伴った従来の雇用契約の解約であって，労働条件の

変更に応じれば必ず再雇用されるという内容のものである。

しかし，本件計画では，労働条件の切下げに応じて解雇を受け容れて
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新規募集に応募した者であっても，新規に採用されるかどうかは被告の

判断に委ねられているのであるから（前提事実(2)ウ(イ)，オ(ウ)のと

おり，平成１６年５月２０日付けで６名は整理解雇されることが予定さ

れており，新規契約については，申込みの誘引がされているにすぎな

い ，労働者側にイニシアティブはなく，いわゆる変更解約告知には。）

該当しない。しかも，新規募集に応募した従業員に対する合理的で客観

的な採用選定基準も存在せず，被告の選定（残留）基準は抽象的で主観

的な内容となっており，被告の恣意的な判断により評価できるようにな

っていた。

また，第１段階であるという本件変更解約告知と第２段階であるとい

う整理解雇の通知は不可分一体となっており，前者のみを切り離してそ

の有効性を論じることはできないと言うべきである。

このように，本件計画は，解雇，新規募集及び恣意的採用が組み合わ

されたものであって，変更解約告知という名称を僭称しているにすぎな

い。

ウ 本件変更解約告知による本件解雇の有効要件

本件解雇の実態は整理解雇であるとしか言いようがなく，その有効性

は，整理解雇の有効要件を充足するかどうかで判断されるべきであり，

本件解雇が変更解約告知として有効であるとか，その有効要件として緩

和（修正）された整理解雇の法理が適用されるという被告の主張は，誤

りである。

なお，仮に被告の主張する変更解約告知の有効要件に従って判断した

としても，本件においては，従前の雇用契約において職務や勤務場所が

特定されているわけではなく，また，本件変更解約告知の内容は労働者

， 。にとって苛酷であり その不利益を上回る必要性があったとは言えない

， ，そもそも 本件組合も賃金カットについては同意していたのであるから
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わざわざ変更解約告知を行う必要性に乏しいことなどから，本件変更解

約告知は無効である。

(2) 本件解雇の違法性

本件解雇は，次のとおり，整理解雇の有効要件を充たさない。

ア 整理解雇の必要性がないこと

(ア) 被告は，完全な無借金経営であった。

また，被告には，過去の利潤に基づく内部留保が現預金又は含み資

産という形で残っており，本件解雇当時において，現預金が６億３８

， 。 ，００万円 含み資産が数億円程度あった 被告の有する不動産のうち

α寮，モータープール及び第２工場は処分可能であった（実際に，被

告は，平成１８年，α寮を約５５００万円で売却している 。。）

(イ) 本件計画の基礎とされた被告の売上高予測の数値は，非常に低く見

積もられている。すなわち，本件解雇直前の６か月間の売上高の平均

は約３３４３万円であり，また，平成１６年１０月から平成１７年９

月までの売上高は月額平均３０００万円を超えていた。しかるに，本

件解雇後の売上高予測は２３００万円ないし２５００万円と見積もら

れていた。

なお，被告は，本件解雇の当時，設備投資を計画しており，これを

。 ，人員削減の必要性のひとつに挙げている そのこと自体疑問であるが

設備投資は計画どおりに実施されておらず，その計画の根拠も不明確

である。

(ウ) 被告は，１か月当たり６００万円の人件費削減が必要であった旨主

張する（被告の主張(2)ア(ウ)参照）が，その根拠は判然としない。

また，本件解雇当時，その１年ないし２年後に定年を迎える予定の

労働者の賃金を合計すると，月額２５６万円に上るが，本件計画にお

いてはこの自然減が考慮されていない。
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(エ) 被告は，本件解雇の後，新たに合計１１名の従業員を採用し，現在

でも９名が稼働している。

(オ) 被告は，松下電工の子会社である明治ナショナル工業株式会社（以

下「明治ナショナル」という ）からの申し出を断り，受注しなかっ。

た。このような経営判断は誤りである。

イ 解雇回避努力がされていないこと

(ア) 前記ア(ア)記載のとおり，被告は，遊休不動産の処分を検討してい

ない。

(イ) 被告は，役員報酬を削減していない。すなわち，被告は，① 平成

１４年４月ないし６月ころ，及び，② 平成１６年６月に，役員報酬

のカットを行っているが，このうち，①においては十分な削減が行わ

れていないし，②は本件解雇の後に行われたものであり，解雇回避努

力とはいえないものである。

(ウ) 被告は，人件費削減を従業員全体で公平に負担するような賃金カッ

トについて検討していない。被告は，本件組合が賃金カットには応じ

る姿勢を示してその旨を提案したにもかかわらず，真剣に取り合わな

かった。

(エ) 人件費削減が必要である場合，正社員よりも企業と結びつきの弱い

パートタイム従業員や嘱託従業員の人件費削減を検討すべきである

が，被告は，これを検討せず，パートタイム従業員や嘱託従業員を整

理解雇の対象から外し，かえって新たな雇入れを行っている。

(オ) 平成１４年１０月に行われた第１次希望退職者募集では，２０人の

募集に対して２６人が応じており，その時点で人員削減の必要性は消

滅しており，第１次希望退職者募集は本件解雇についての回避努力と

は評価できない。

また，パートタイム従業員及び嘱託従業員の雇止めは同年５月から
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７月にかけて行われたものであるし，一時帰休も同年７月から１０月

までの間に行われたものであるが，これらの当時の人員削減の必要性

は第１次希望退職者募集によって消滅しており，これらも本件解雇に

ついての回避努力とは評価できない。

ウ 人選基準の不合理性

本件変更解約告知の対象者は勤続２５年以上の従業員とされている

が，これらの者が対象とされた場合には，家族を養う負担が大きく再就

職も厳しいことから，その受ける経済的打撃が大きいし，これらの者は

， 。企業貢献度が高いのであるから このような人選基準には合理性がない

， ， ，また 勤続２５年以上の正社員は 正社員３２名中の２５人に当たり

， ，これらの者を解雇の対象とすることは 極めて規模の大きな解雇となり

そのこと自体が合理性を疑わせるものである。

さらには，被告には入社後間もない若年層もおり，このような者が希

望退職に応じる可能性が十分にあるにもかかわらず，被告は，若年層を

希望退職者募集の対象から外している。

エ 手続の相当性を欠くこと

， ， ，(ア) 本件組合が決算書 製造原価明細書 販売費及び一般管理費明細書

合計残高計算表等の提出を求めたにもかかわらず，被告は，これらの

経営資料等を提示しないなど，本件解雇の必要性等について，労働者

及び本件組合に対して納得を得る説明を全く行わず，いきなり本件解

雇を強行した。

(イ) 被告は，本件組合の団体交渉の申入れに対して，形式的には交渉の

席に着くものの，誠実な協議を一切しようとしなかった。

すなわち，本件組合は，誠実な団体交渉を求め，その協議が進むま

で本件計画の実施を延期するように申し入れたが，被告はこれを拒否

し，また，本件組合は，団体交渉に出席していたＭらに交渉を行う能
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力が欠けていたため，Ｌ社長の出席を求め続けたが，Ｌ社長は１度し

か団体交渉に出席せず，一方的に本件計画を実行する意思を表明する

など，不誠実な態度に終始した。

また，被告は，会社の経営状況や解雇以外に採る方法の有無，本件

解雇の根拠，再雇用の基準，希望退職者募集や本件変更解約告知の対

象者の範囲を設定した理由などについて，何ら説明を行っていない。

さらには，本件組合が，正社員全員を対象として賃金の５％ないし

１５％の範囲内で賃金カットを行うという提案をしたが，被告は，こ

の提案に対して何ら返答せず，本件解雇を強行した。

(ウ) 被告は，本件条項にかかわらず，何らの事前協議もせず，平成１６

年３月２３日，本件計画を会社の決定事項として伝えた。本件組合が

知らされたのはその前日であり，被告は本件組合と協議を行うつもり

が全くなかったものである。

(3) 不当労働行為

Ｌ社長が被告の社長となり，原告Ａが本件分会の分会長となって以降，

被告は，本件組合に対し，支配介入行為や組合員に対する不利益取扱いを

繰り返しており，被告の本件組合に対する嫌悪の意思は根深いものがあっ

た。

被告は，本件条項を無視して本件計画を一方的に実施し，第２次希望退

職者募集の対象者として勤続３０年以上の従業員，本件変更解約告知の対

象者として勤続２５年以上の従業員と定め，本件組合員の比率が高い層を

設定している。これは，本件組合を壊滅させようと意図したものに他なら

ない。

第４ 当裁判所の判断

１ 本件紛争を巡る経緯（認定事実）

前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の各事実が認められ
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る。

(1) 松下電工との取引の解消と売上高の減少

ア 被告は，従来から松下電工を主要な取引先としており，最盛期であっ

た平成４年当時は約５０億円の売上高を上げ，その９５％以上が松下電

（ ， ， ， ）。工との取引によるものであった 乙１の１ 乙７７ ８７ 被告代表者

その後，松下電工の方針により，被告に発注される商品が順次縮小さ

れるようになり，平成１３年９月期（被告では，毎年９月３０日を決算

期としている ）の決算当時には，被告の売上高は約１８億円と減少し。

た。もっとも，その売上高のうち松下電工との間の取引によるものは依

然として約９５％であった（乙１の１・３，乙８７，被告代表者 。）

このような売上高の減少のため，被告では，平成１０年９月期の決算

のころから，赤字経営になるようになった（甲４，乙２～６，８７，被

告代表者 。）

イ 被告は，平成１３年５月，松下電工から，被告との取引を縮小し，最

終的には取引を解消することを予定している旨を告げられた（乙７８，

８７，被告代表者 。）

これに対して，被告は，取引継続を要請したが，結局，平成１４年１

１月３０日，被告と松下電工との間の取引が解消され，被告の売上高は

更に減少するに至った（前提事実(2)ア参照。乙７９，８７ 。）

ウ なお，原告らは，前記取引の解消は，被告代表者が，松下電工との契

， （ 「 」 。）約に違反し 競業相手であるコクヨ株式会社 以下 コクヨ という

との取引を開始したからであるからと主張するが，コクヨとの取引が開

， ，始される前から 取引解消の方針は定まっていたことがうかがえること

新聞報道でも，松下電工は，被告の契約違反と契約解消との関連を否定

し 契約解消は 被告の事情であると説明していることが認められる 甲， ， （

４１ 。また，仮に，コクヨとの取引開始が，早期の関係解消につなが）
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ったとしても，取引解消の前記方針に変わりなく，また，そのことによ

って，人件費削減の必要性が否定されるわけでもない。

(2) 松下電工との取引の解消後の経営の状況等

， ， ，ア 被告は 平成１３年９月から 新規にコクヨとの取引を開始するほか

平成１４年５月ころから，取引先を開拓するために営業に回るなど，営

業努力を行った（甲６２～６４，乙７４の１～３３，乙８７ 。）

なお，松下電工から被告が受注していた商品が明治ナショナル（松下

電工の子会社）に移管されることとなっていたことから，被告は，一時

期，松下電工の二次請負となって，明治ナショナルと取引することを期

待したが，採算の取れない内容であったことなどから，断念するに至っ

た（甲８０の１・２，乙６６，６７，７３，７５，７６，８７，被告代

表者 。）

イ 被告は，平成９年以来，一般経費の削減に努め，平成１３年９月期に

は約４６００万円であった一般経費が，平成１４年９月期には約４００

０万円，平成１５年９月期には約３１００万円に抑制された（乙７，８

７ 。）

ウ 被告は，平成１４年１月から７月までにかけて，パートタイム従業員

や嘱託従業員等合計２２名について雇止めを行った（乙８７，被告代表

者 。）

また，被告は，同年７月，８月及び１０月には，全従業員の一時帰休

を行った（乙８７，被告代表者 。）

さらには，被告は，平成１０年以降，年間賞与支給額を減少させたほ

か，平成１４年及び平成１５年については昇給を行わないこととし，平

成１４年４月からは役員報酬を引き下げ，同年６月からは管理職全員に

対して賃金を引き下げた（乙５０，８７，被告代表者 。すなわち，同）

年４月からＬ社長の役員報酬は１０％，他の取締役の役員報酬はそれぞ
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れ７％ずつ引き下げられ，同年９月からは引下率がそれぞれ２０％及び

１５％とされた。また，同年６月から，管理職全員の賃金がそれぞれ５

％ずつ引き下げられた（乙５０，８７，被告代表者 。）

エ 被告は，平成１４年１０月２２日，勤続１年以上の従業員全員を対象

として，２０名の希望退職者を募ったところ，２６名の従業員が退職に

応募し，応募者全員が退職した（第１次希望退職者募集。前提事実(2)

ア参照 。）

オ 被告は，以上のような経緯の後，平成１４年１１月 「経営数値三カ，

年計画 （以下「本件平成１４年計画」という ）において，今後の数」 。

値目標を定めた（乙２９ 。）

本件平成１４年計画においては，売上高の目標として，平成１４年１

２月から平成１５年９月までの間は月額２７００万円，同年１０月から

平成１６年９月までの間は月額３０００万円を，それぞれ目指すことと

して わずかでも営業利益が計上できるように計画が立てられていた 乙， （

２９，８７，被告代表者 。）

カ 平成１０年以降における被告の営業実績等は，次のとおりである。

(ア) 平成１１年９月期から平成１７年９月期までの被告の営業実績（い

， 。 ，ずれも単位は１００万円であり それ未満を切り捨てたもの 甲３６

５８，７３，乙２～６）

売上高 営業利益 当期未処分利益

平成１１年９月期 1,928 － 2 － 49

平成１２年９月期 1,806 － 56 － 93

平成１３年９月期 1,809 － 2 －132

平成１４年９月期 995 －182 －310

平成１５年９月期 202 －273 －668

平成１６年９月期 349 －161 －1,141
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平成１７年９月期 360 －102 －1,236

(イ) 平成１５年４月から平成１６年２月までの各月の営業実績及び人件

費（いずれも単位は千円であり，それ未満を切り捨てたもの。乙１の

１）

売上高 粗利益 人件費 営業利益

平成１５年４月 23,013 6,676 19,796 －17,894

５月 17,563 5,565 19,451 －18,580

６月 23,565 8,308 19,917 －14,762

７月 19,847 6,695 21,994 －20,516

８月 16,357 1,041 20,586 －23,679

９月 27,353 24,410 19,025 442

１０月 31,203 4,798 19,509 －18,714

１１月 35,388 1,481 21,328 －23,576

１２月 52,713 33,174 22,822 2,968

平成１６年１月 21,526 7,433 19,029 －16,588

２月 26,300 8,456 19,426 －14,436

(3) 被告の本件解雇の当時の状況

ア 被告の営業の状況

前記(2)カ(イ)記載のとおり，被告においては，本件平成１４年計画

の目標売上高（前記(2)オ参照）が達成されない月があり，平成１５年

９月期には営業損失が約２億７３００万円に上る結果となり，また，平

成１６年２月までほぼ毎月営業損失を計上するに至っていた。

イ 被告の資産の状況

(ア) 被告においては，現預金が，平成１４年９月期には約１１億７９０
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０万円計上されていたが，平成１５年９月期には約７億７２００万円

に減少し，さらに平成１６年２月末当時には約６億３８００万円に減

少してきていたが，そのうち約３億円については，従業員の退職金の

ために確保しておく必要があり，実際に費消可能な現預金は約３億円

強であった（甲５８，乙２，３，５５，８７，被告代表者 。）

(イ) 被告は，平成１５年９月期には，固定資産として約２億９９５９万

円の固定資産を計上し，別紙不動産目録１（土地）及び別紙不動産目

録２（建物）記載の不動産を所有していたところ，これらの簿価及び

固定資産税評価額は，同別紙に記載のとおりであり，担保権が設定さ

れている不動産はなかった（乙１０～２７，３２～４５ 。）

これらの不動産のうち，尼崎市所在の社員寮（α寮）については，

本件解雇当時には利用されておらず，平成１８年１月に５５００万円

で売却された（乙８４，８７，被告代表者。なお，売却されたのは土

地のみで，建物については撤去されたものと思われる 。。）

また，西宮市所在の賃貸モータープールについては，実際に駐車場

として利用され，年間に約１５０万円の売上高を上げており，収益物

件として活用されていた（乙２８ 。）

， ， ，さらには 大阪市＜以下略＞所在の第２工場については 組立部品

材料，仕掛品の置場等として使用されていた（乙８７。なお，本件解

雇の当時に第２工場が遊休資産となっていたと認めるに足りる証拠は

ない 。。）

， ， （ ，(ウ) 被告は 本件解雇の当時 借入金債務を負っていなかった 甲５８

乙２ 。）

ウ 被告の人件費の状況

本件解雇の当時，被告においては，前記(2)カ(イ)記載のとおり，毎

月約２０００万円程度の人件費が支出されており，その売上高に対する
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比率は，平成１５年４月から同年９月までの平均では９５％，同年１０

月から平成１６年２月までの平均では６１％であって，相当に高率であ

った（乙１の１ 。）

(4) 実施された本件計画の内容

， ， （ ），被告は 次のとおり まず希望退職者を募集し 第２次希望退職者募集

さらに本件変更解約告知を行って，これらにより人員削減と賃金の切下げ

を実現させようとした（甲４～６，２４～２６，３２，３３，乙８７，被

告代表者 。）

ア 第２次希望退職者募集（前提事実(2)エ参照）

被告は，対象者を勤続３０年以上の全社員とし，募集人員を６名とし

て，希望退職者を募集した。

募集の期間については，① 第１期として平成１６年４月１日から同

月７日まで，② 第２期として４月８日から同月１４日まで，③ 第３期

として４月１５日から同月２０日までとし，また，希望退職者には，本

来の退職金（自己都合によるもの）に加えて，次のとおり，優遇措置と

して勤続年数に応じた特別退職金を支払うこととするが，退職を申し出

る期間ごとに特別退職金の額は異なることとされた。

① 第１期に退職を申し出た者の特別退職金

勤続３０年から３５年まで ６０万円

勤続３６年から４０年まで ７５万円

勤続４１年以上 ９０万円

② 第２期に退職を申し出た者の特別退職金

勤続３０年から３５年まで ５０万円

勤続３６年から４０年まで ６５万円

勤続４１年以上 ８０万円

③ 第３期に退職を申し出た者の特別退職金
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勤続３０年から３５年まで ４０万円

勤続３６年から４０年まで ５５万円

勤続４１年以上 ７０万円

しかし，この第２次希望退職者募集に応募した従業員はいなかった。

イ 本件変更解約告知（前提事実(2)オ参照）

(ア) 被告は，平成１６年４月１６日（第２次希望退職者募集の期間中で

ある ，本件変更解約告知の通知を行った。。）

この本件変更解約告知の内容は，勤続２５年以上の全従業員（希望

退職者を除く ）を同年５月２０日付けで解雇し，他方で，解雇対象。

。 ，者について新規の条件での採用を募集するというものであった なお

新規募集期間は，① 第１期として同年５月１日から同月７日まで，

② 第２期として同月８日から１４日までとし，採用日は同月２１日

とされていた。

(イ) しかし，被告は，対象とされた従業員が本件変更解約告知に応じて

新規採用に応募した場合であっても，採用されない場合があることを

明示していた。

すなわち 被告作成の本件変更解約告知の通知文書においては 採， ，「

用決定通知を発行されなかった（選考にもれた）者に対しては，被告

の就業規則６２条４号に基づき，５月２０日付け（この日は，本件変

更解約告知により解雇される日と同一であり，新規採用された場合に

おける採用日の前日である ）で整理解雇を行う」旨が明記されてい。

た（甲２４，２５。前提事実(2)オ(ウ)参照 。）

(ウ) 本件変更解約告知による解雇については，募集期間内に応募して採

用が決定された者には，本来の退職金（自己都合によるもの）に加え

て，次のとおり，優遇措置として勤続年数に応じた特別退職金を支払

うこととするが，募集期間ごとに特別退職金の額は異なることとされ
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た。

① 第１期に本件変更解約告知に応じて新規採用に応募した者の特別

退職金

勤続２５年から４１年まで ３０万円

勤続４２年以上 ６０万円

② 第２期に本件変更解約告知に応じて新規採用に応募した者の特別

退職金

勤続２５年から４１年まで ２５万円

勤続４２年以上 ５０万円

(エ) 新規の採用条件の内容については，前提事実(2)オ(イ)記載のとお

， ， ，りであって 勤続２５年以上４１年以下の者については 基本給等を

第１期に応募した者については従前の７０％，第２期に応募した者に

ついては従前の６５％とすることとされていた。

ウ 本件希望退職者追加募集（前提事実(2)カ，キ参照）

被告は，平成１６年５月１２日，本件変更解約告知に応じない対象者

が原告ら１０名のみであったことから，同月１４日を募集期限とする本

件希望退職者追加募集を行った。

しかし，原告ら１０名はいずれも，同日までに希望退職の応募をしな

かった。

エ 本件通知（前提事実(2)ク参照）

原告ら１０名は，本件変更解約告知に応じなかったが，原告ら１０名

以外の本件変更解約告知の対象者は全てこれに応じ，その全員が新規採

用された。

被告は，平成１６年５月１７日，原告らに対し，同月２０日付けで解

雇する旨を通知した（前提事実(2)ク 。）

(5) 本件計画を実施するに当たっての被告の説明
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被告は，本件組合や従業員に対し，本件計画の内容について，平成１６

年３月２３日における第２次希望退職者募集の対象者に対する説明会や，

同年４月５日開催の本件組合との団体交渉などの場で，次のとおり説明し

ていた（乙５５，乙８７，被告代表者 。）

ア 被告は，第２次希望退職者募集における希望退職者が６名に達しなか

ったときには，６名に達するまでの人員を削減することを予定している

こと

イ ６名分の人員削減の理由について，次の点

(ア) その当時，毎月１５００万円から２０００万円の営業損失が生じて

いるという実情から，毎月の人件費を６００万円削減させることによ

り，被告の再建を図りたいこと

(イ) 前記(ア)記載の６００万円の人件費削減のうちの５００万円分につ

， ，いては 本件計画における賃金の切下げ及び人員削減により実現させ

その余の１００万円分については，役員報酬の切下げにより実現させ

る計画であること

(ウ) 前記(イ)記載の５００万円のうちの２６０万円分については，本件

変更解約告知による賃金の切下げにより実現させ，２４０万円分につ

いては第２次希望退職者募集などによる人員削減により実現させる計

画であること

(エ) 前記(ウ)記載の２４０万円分に係る人員削減のためには，勤続２５

年以上の正社員の平均賃金が４４万円であるために，６名分の人員削

減が必要であること

２ 本件解雇の有効性

(1) 本件変更解約告知とその後予定されていた整理解雇との関係

前記１(4)イ(イ)のとおり，被告は，本件変更解約告知の行使に当たっ

て，その対象とされた従業員が本件変更解約告知に応じて新規採用に応募
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した場合であっても，採用されない場合があることを明示していたことが

認められる。

この点について，被告は，本件計画は本件変更解約告知と整理解雇を組

み合わせたものではあるものの，それぞれは単体として独立したものであ

り，本件解雇は，第１段階としての本件変更解約告知に応じなかったため

に行われたものであって，第２段階としての整理解雇は発動されていない

旨主張する。また，被告代表者は，後にやむをえず整理解雇がされる場合

がありうることはともかくとして，本件変更解約告知に応じて新規採用に

応募した者は，一旦は全員採用される予定であった旨供述し（乙８７，被

告代表者 ，この供述は，この被告の主張に沿うものと考えられる。）

しかし，前記１(4)イ(イ)で認定したとおり，被告作成の本件変更解約

告知の通知文書においては，本件変更解約告知により解雇される日（平成

１６年５月２０日）と同一の日において整理解雇がされることが予定され

ており，このような整理解雇が行われることによって新規採用の応募に対

する採用決定がされないことがありうる旨が明記されていた。また，被告

は，平成１６年３月２６日，本件変更解約告知の対象者に対して 「選定，

（残留）基準について」と題したアンケート用紙を配布し，同アンケート

の記載内容により選定を行うことを説明していた（前提事実(2)ウ参照 。）

これらの事情によれば，整理解雇が，本件変更解約告知とは独立したもの

として予定されていたと認めることはできない。

そして，前記１(5)の事実及び弁論の全趣旨によれば，本件変更解約告

知の対象者の全員がこれに応じて新規採用に応募した場合であっても，被

告は，そのうちの６名については採用しないことを予定していたことが認

められる。

(2) 人員整理の必要性

ア ところで，労働契約を解約（解雇）するとともに新たな労働条件での
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（ ） （ ） ，雇用契約の締結 再雇用 を募集すること いわゆる変更解約告知 が

適法な使用者の措置として許される場合はあろうが，本件のように，そ

れが労働条件の変更のみならず人員の削減を目的として行われ，一定の

人員については再雇用しないことが予定されている場合には，整理解雇

と同様の機能を有することとなるから，整理解雇の場合と同様に，その

変更解約告知において再雇用されないことが予定された人員に見合った

人員整理の必要性が存在することが必要となると考えられる。

すなわち，人員の削減を目的として本件のような変更解約告知が行わ

れた場合に，変更解約告知に応じない者が多数生じたからといって，人

員整理の必要性により本来許容されるべき限度を超えて解雇が行われる

ことは許されないというべきである。

なお，この点について，被告は，変更解約告知による解雇の場合，変

更解約告知を受け入れるか否かのイニシアティブは労働者の側にあるか

ら，厳密な意味での被解雇者の人数に相当する人員削減の必要性は考慮

要素とされるべきでない旨主張する。しかし，本件変更解約告知のよう

に，これに応じて新規採用に応募した場合であっても採用されないこと

が予定されていたときには，労働者の側に被告主張のようなイニシアテ

ィブがあったとは認めがたいから，この被告の主張を認めることはでき

ない。

イ 前記１(1)ないし(3)のとおり，本件解雇の当時の被告の経営状態は，

相当額の営業損失が計上されており，売上高に対する人件費率も高率で

あって，現預金を減少させながら営業を維持させていた状況であったこ

とが認められる。

したがって，被告がその当時に借入金債務を負担しておらず，固定資

産として約３億円を計上しており，遊休資産として社員寮があったこと

や，費消可能な現預金が約３億円強あったこと（前記１(3)イ ，また，）
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被告においては，本件解雇後に新たに９名の人員の補充がされていたこ

と（甲５５，７４，原告Ａ，被告代表者）を考慮しても，前記のような

営業損失の規模や人件費率の状況からすると，本件解雇の当時には，被

告においては人件費を削減する必要性が高かったものと認められる。

ウ しかしながら，仮に被告の主張する事実関係を前提にした場合であっ

ても，本件解雇の当時において人員削減の必要性が認められるのは，６

人を超えない限度であって，本件解雇のように１０名を削減する必要性

があったことについての主張立証はされていない。

すなわち，被告は，従業員の人件費を５００万円削減するために，賃

金の切下げの他に，人員を６名削減する必要があった旨を主張するのみ

である（被告の主張(1)ア，同(2)ア，ウ参照 。）

そうすると，本件解雇においては，本件変更解約告知において削減さ

れた人員に見合った人員整理の必要性があったとは認めることができな

いこととなる。

(3) 手続の相当性

また，前記１(5)記載の事実によれば，被告は，本件計画の説明に当た

って，６名の人員を削減する必要性があることを説明したにとどまるので

あって，その説明した人員削減の必要性の範囲を超えて，原告ら１０名に

ついて本件解雇を行うことは，労使間の手続の相当性の点においても合理

性を欠くと考えられる。

(4) 以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，本件解雇は無

効であると認められる。

なお，仮に６名までの人員整理の必要性が認められたとしても，原告ら

に対する本件解雇は同一の理由に基づいて同一の機会に行われており，特

定の６名を選定する作業が実際に行われていない以上，本件解雇全てを無

効と認めるしかないというべきであり，特定の６名の解雇を有効とし，残
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りの４名の解雇だけを無効とすることはできない。

また，前記(2)ウのとおり，一定程度の人員整理の必要性が認められる

ものの，実際に何名までの人員整理の必要性があったかについては，前記

， 。の結論を左右するものではないので それ以上の検討はしないこととする

第４ 結 論

１ このように，本件解雇は無効であるから，原告Ｊ以外の原告らは，被告に

対し雇用契約上の権利を有する地位にあることとなり，また，前提事実(4)

記載の事実により，平成１６年６月支払分以降の賃金債権（賃金月額は別紙

賃金目録記載のとおり）を有することとなる。

また，原告Ｊについては，平成１６年６月支払分から平成１７年５月１５

日（定年退職日）までの賃金債権（賃金月額は別紙賃金目録記載のとおり５

２万７２１０円）を有することとなるが，平成１７年４月２１日から同年５

月１５日までの２５日分（同年５月２６日支払分）は，日割計算をすると，

次の計算式のとおり，４３万９３４２円となる。

527,210÷30×25＝439,342（小数第１位において四捨五入）

， （ ， ，２ 以上のとおり 本件請求は理由があるから ただし 原告Ｊの請求のうち

平成１７年５月２６日支払分については４３万９３４２円及びそれに対する

遅延損害金の範囲内に限る ，主文のとおり判決する。。）

大阪地方裁判所第５民事部

裁 判 長 裁 判 官 山 田 陽 三

裁 判 官 川 畑 正 文
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裁 判 官 細 川 二 朗
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別紙 賃金目録

名前 賃金額

1 476,820Ａ ¥

2 394,180Ｂ ¥

3 272,670Ｃ ¥

4 487,900Ｄ ¥

5 364,440Ｅ ¥

6 527,210Ｊ ¥

7 351,560Ｆ ¥

8 340,060Ｇ ¥

9 311,070Ｈ ¥

10 272,670Ｉ ¥
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